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平成２１年度第１回 区政モニターアンケート 

≪ 受動喫煙を防止するためのアンケート ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【喫煙習慣について】 

問１ あなたは、たばこを吸ったことがありますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１） これまで全く吸ったことがない 

（２） 過去には吸っていたこともあるが、今はやめている 

（３） 現在、時々吸っている 

（４） 現在、習慣的に吸っている 

 

 

 

 

 

 

 足立区は、区民の健康づくりを推進するため「健康あだち２１」を策

定し、たばこの健康影響防止のために、①妊婦や子どもをたばこの害か

ら守ろう、②喫煙率を下げよう、をたばこ分野の実現目標にあげていま

す。 

国は、平成１５年に策定した健康増進法で、その第２５条に施設の管

理者は受動喫煙の健康影響を考え施設利用者の受動喫煙防止対策を行う

よう努力義務を規定しました。 

足立区でもこれを受け、区施設、学校など公的施設における受動喫煙

防止対策を進めており、衛生部に置いても、たばこの健康影響について

普及啓発、未成年者への喫煙防止事業として受動喫煙防止標語コンクー

ルの実施、禁煙希望者への禁煙相談などに取組んでいます。 

 今回、区政モニターの皆様のご意見をお伺いし、今後の地域の受動喫

煙防止対策を進めるための参考にさせていただきたく思いますので、ア

ンケートにご協力をお願いします。 

 

モニター番号    番 

（必ず記入してください） 

問７へ 

問２へ 
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問２ あなたは、１日あたり何本喫煙しますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１） １０本以内 

（２） １１～２０本 

（３） ２１～３０本 

（４） ３１～４０本 

（５） ４１～５０本 

（６） ５１～６０本 

（７） ６１本以上 

 

 

問３ あなたはこれまで何年くらい、喫煙を続けてきましたか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１） １年未満        

（２） １年以上４年以下    

（３） ５年以上９年以下   

（４） １０年以上１９年以下  

（５） ２０年以上       

 

 

問４ あなたはたばこを吸うときに、どのようなことに気をつけていますか。 

 （あてはまるものすべて○をつけてください） 

 

（１）指定されている喫煙場所以外では吸わない 

（２）禁煙場所では吸わない 

（３）公共の場所では吸わない 

（４）人で混雑している場所では吸わない 

（５）子どもや妊産婦、病人がそばにいるところでは吸わない 

（６）周りに食事をしている人がいるところでは吸わない 

（７）たばこを吸うときには周囲の人に同意を得る 

（８）特に気をつけていることはない 

（９）その他 

  （                               ） 

問２から問６までは、問１で「（３）現在、時々吸っている」「（４）現在、習慣的

に吸っている」に○をつけた方にうかがいます 
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問５ あなたがこれまで利用し、喫煙することができた施設が屋内全面禁煙に

なるとします。あなたはどのように対応しますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１）この決定の趣旨に賛同し、受け入れてその施設を利用する 

（２）受け入れたくはないが、その施設を利用するときには施設の屋内は

もちろん、屋外でも喫煙しない 

（３）受け入れたくはないが、その施設を利用するときには屋内では喫煙

せず、屋外で喫煙する 

（４）屋内で喫煙する権利が奪われるのは納得がいかないので、屋内で吸

う 

 

 

問６ あなたは、今後たばこをやめようと思っていますか。 

（あてはまるものを１つだけ○をつけてください） 

 

（１）いずれはやめようと思っている 

（２）やめようとは思っていないが本数は減らす 

（３）今後も喫煙を続ける 

（４）わからない 

 

 

 

 

 

 

問７ 以下はすべて喫煙の影響で起こる病気です。この中で、あなたが喫煙に

よって起こることを知っていたものについて選んでください。 

   （あてはまるものすべて○をつけてください） 

 

（１）肺がん 

（２）気管支炎 

（３）ぜん息 

（４）肺気腫 

（５） 妊娠に関連した異常（低体重児の出産、早産、胎児の心臓疾患など） 

（６）脳卒中 

（７）心臓病 

（８）胃かいよう 

（９）歯周病 

（１０） いずれも知らなかった 

 

問７はすべての方にうかがいます 
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【受動喫煙についての認識、現状について】 

  受動喫煙とは「喫煙者の周囲の人が、自分の意思とは無関係に、タバコを

自分で吸ったのと同じ状態になること」を指すことばです。 

 

問８ あなたは、受動喫煙のため、健康への影響があると言われていることを

知っていますか。 

  （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

（１）どのような影響があるかを含めて知っていた 

（２）影響があると言われていることは知っていたが、どのような影響

があるかは知らなかった 

（３）影響があると言われていることを知らなかった 

 

 

問９ あなたは、これまでの様々な生活の中で、実際に受動喫煙の影響を受け

たことがありますか。また、健康への影響があると思いますか。 

（あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１）ぜん息や気管支炎など、実際に健康への影響があった 

（２）実際に健康への影響は受けたことはなかったが、影響はあると思

う 

     →（１）（２）に○をつけた方は、問１０へ 

 

（３）実際に健康への影響を受けたことはないし、影響があるとは思わ

ない 

     →（３）に○をつけた方は、問１１へ 

 

 

問１０ 問９で「（１）ぜん息や気管支炎など、実際に健康への影響があっ

た」「（２）実際に健康への影響は受けたことはなかったが、影響はあ

ると思う」と回答された方に伺います。 

影響があった、あるいは影響があると思った場所はどこですか。 

 （あてはまるものすべて○をつけてください） 

 

（１） 飲食店 

    （（１）に○をつけた方は、その飲食店の形態についてもお答え下

さい） 

    （Ａ）レストラン 

    （Ｂ）喫茶店 

    （Ｃ）居酒屋 

    （Ｄ）その他 
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（２） 駅構内やバス停 

（３） 職場 

（４） 家庭 

（５） 病院 

（６） 学校 

（７） 電車やバスなどの公共交通機関の中 

（８） その他（                        ） 

 

 

健康増進法が平成１５年５月から施行されました。 

この法律では、学校や病院、百貨店、官公庁施設など多くの人が利用す

る施設で、その管理者が受動喫煙を防止するための禁煙や分煙などの対

策を進めることを努力義務として規定しています。 

 

問１１ あなたは、健康増進法の施行後、受動喫煙を防止するために必要な対

策が進められてきたと思いますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１）必要な対策が進められてきたと思う    問１２へ 

 

（２）必要な対策が進められてきたと思わない     問１４へ 

 

 

問１２ 問１１で「（１）必要な対策が進められてきたと思う」に○をつけた

方にうかがいます。 

必要な施策が進められてきたと思う施設を、以下に記入してください 

（自由意見） 

                              

 

        問１３へ 
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問１３ 問１１で「（１）必要な対策が進められてきたと思う」と答えた方に

うかがいます。 

なぜそのように思いますか。 

   （あてはまるものすべて○をつけてください） 

 

（１）喫煙がしにくくなったから 

（２）禁煙施設が以前より増えたから 

（３）入口に非喫煙表示がされている施設をよく見るようになったから 

（４）受動喫煙の防止の重要性がマスコミなどで取り上げられ、人々の

話題に上るようになったから 

（５）その他（以下に理由をお書き下さい） 

（                           ） 

 

 

問１４ 問１１で「（２）必要な対策が進められてきたと思わない」と答えた

方にうかがいます。 

なぜそのように思いますか。 

   （あてはまるものすべて○をつけてください） 

 

（１）以前と変わらず喫煙している人を多く見かけるから 

（２）禁煙施設がほとんど増えていないから 

（３）入口で、今でも喫煙ができる表示がされている施設をよく見るか

ら 

（４）受動喫煙の防止の重要性がマスコミなどで取り上げられていると

はいえず、人々の話題に上っているとはいえないから 

（５）その他（以下に理由をお書き下さい） 

（                           ） 

 

 

問１５ 諸外国の中には、法律等によりレストランやショッピングなどの公共 

の場所において受動喫煙の防止に努めている国があります。 

あなたは、受動喫煙を防止する対策が進められることについて、どう 

思いますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１）賛成である 

（２）反対である 

（３）わからない 
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問１６ あなたが利用しようとしている施設が受動喫煙の防止対策を取ってい

るかは、施設を利用する際の判断基準となりますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１）対策をしていない施設は絶対に利用しない 

（２）どこを利用するか判断に迷ったときには、受動喫煙防止対策をし

ている施設を利用する 

 

    （１）（２）に○をつけた方は 

（３）判断基準とならない 

  （３）に○をつけた方は 

 

 

問１７ 問１６で「（１）対策をしていない施設は絶対に利用しない」「（２）

どこを利用するか判断に迷ったときには、受動喫煙防止対策を講じてい

る施設を利用する」に○をつけた方にうかがいます。 

あなたは、どのような受動喫煙の防止対策をしている施設を利用した

いと思いますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１）ランチタイムだけ禁煙のように、時間禁煙がされていればいい 

   （２）分煙がきちんとされている施設であればいい 

（３）完全禁煙がされている施設を利用したい 

（４）その他（以下にお書き下さい） 

      （                           ） 

 

 

問１８ 喫煙できるか、分煙を行っているか、完全禁煙をしているかなどがわ

かるように表示がされることについて、あなたはどのように思いますか。 

   （あてはまるもの１つだけ○をつけてください） 

 

（１）表示されるべきだと思う 

（２）そのような表示は必要ない 

 

 

 

 

 

 

 

問１７へ 

問１８へ 
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問１９ 最後に喫煙及び受動喫煙の防止対策について、ご意見がありましたら

お書き下さい 

    （自由意見） 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

モニター番号が書かれているか、もう一度確認してください。 


